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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月28日(2020.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする端末装置であって、
　基地局装置からＲＲＣコネクション再設定メッセージを受信するように構成された受信
部を備え、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
　前記無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前
記ＲＲＣコネクション再設定メッセージがＮＲ用のＰＤＣＰエンティティ設定を含む場合
に、ＮＲ用の前記ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用のＰＤＣＰエンティティを確
立する、ように構成された設定部を更に備え、
　ＮＲ用の前記ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立されたＰＤＣＰエンティティは、
前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
端末装置。
【請求項２】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする端末装置であって、
　基地局装置からＲＲＣコネクション再設定メッセージを受信するように構成された受信
部を備え、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子と前記無線ベアラ識別
子に対応するＰＤＣＰエンティティ設定を含み、
　前記ＰＤＣＰエンティティ設定は、Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定、または
ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定であり、
　前記無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前
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記ＲＲＣコネクション再設定メッセージが前記Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定
を含まない場合に、前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用のＰＤＣＰエン
ティティを確立する、ように構成された設定部を更に備え、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
端末装置。
【請求項３】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする基地局装置であって、
　ＲＲＣコネクション再設定メッセージを生成するように構成された生成部と、
　端末装置に前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージを送信するように構成された送信
部を備え、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
　前記無線ベアラ識別子を含む前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ
識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前記ＲＲＣコネクシ
ョン再設定メッセージがＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定を含む場合に、前記端末装置に
、前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用ＰＤＣＰエンティティを確立させ
、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
基地局装置。
【請求項４】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする基地局装置であって、
　ＲＲＣコネクション再設定メッセージを生成するように構成された生成部と、
　端末装置に前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージを送信するように構成された送信
部を備え、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子と前記無線ベアラ識別
子に対応するＰＤＣＰエンティティ設定を含み、
　前記ＰＤＣＰエンティティ設定は、Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定とＮＲ用
ＰＤＣＰエンティティ設定のうちから選択され、
　前記無線ベアラ識別子と前記ＰＤＣＰエンティティ設定を含む前記ＲＲＣコネクション
再設定メッセージは、無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であ
って、かつ、前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージが前記Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエ
ンティティ設定を含まない場合に、前記端末装置に前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定
に従ってＮＲ用のＰＤＣＰエンティティを確立させ、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
基地局装置。
【請求項５】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする端末装置によって実行される方法であって、
　基地局装置からＲＲＣコネクション再設定メッセージを受信し、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
　前記無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前
記ＲＲＣコネクション再設定メッセージがＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定を含む場合に
、前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用ＰＤＣＰエンティティを確立し、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
方法。
【請求項６】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする端末装置によって実行される方法であって、
　基地局装置からＲＲＣコネクション再設定メッセージを受信し、
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　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子と、前記無線ベアラ識
別子に対応するＰＤＣＰエンティティ設定を含み、
　前記ＰＤＣＰエンティティ設定は、Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定、または
ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定であり、
　前記無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前
記ＲＲＣコネクション再設定メッセージが前記Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定
を含まない場合に、前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用ＰＤＣＰエンテ
ィティを確立し、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
方法。
【請求項７】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする基地局装置によって実行される方法であって、
　ＲＲＣコネクション再設定メッセージを生成し、
　端末装置に前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージを送信し、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
　前記無線ベアラ識別子を含む前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、前記無線ベ
アラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であって、かつ、前記ＲＲＣコネ
クション再設定メッセージがＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定を含む場合に、前記端末装
置に、前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従ってＮＲ用ＰＤＣＰエンティティを確立
させ、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
方法。
【請求項８】
　ＥＮ－ＤＣをサポートする基地局装置によって実行される方法であって、
　ＲＲＣコネクション再設定メッセージを生成し、
　端末装置に前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージを送信し、
　前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子と前記無線ベアラ識別
子に対応するＰＤＣＰエンティティ設定を含み、
　前記ＰＤＣＰエンティティ設定は、Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエンティティ設定とＮＲ用
ＰＤＣＰエンティティ設定のうちから選択され、
　前記無線ベアラ識別子と前記ＰＤＣＰエンティティ設定を含むＲＲＣコネクション再設
定メッセージは、前記無線ベアラ識別子が前記端末装置の現設定の一部ではない場合であ
って、かつ、前記ＲＲＣコネクション再設定メッセージが前記Ｅ－ＵＴＲＡ用ＰＤＣＰエ
ンティティ設定を含まない場合に、前記端末装置に前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定
に従ってＮＲ用ＰＤＣＰエンティティを確立させ、
　前記ＮＲ用ＰＤＣＰエンティティ設定に従って確立された前記ＰＤＣＰエンティティは
、前記ＥＮ－ＤＣ用のＭＣＧベアラに対応する、
方法。
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